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第４回 大阪府福祉のまちづくり審議会 

 

○堤部長挨拶 

 みなさまおはようございます。堤でございます。本日は福祉のまちづくりに関わる審議会とい

うことで。私もですね、福祉のまちづくりということを思い起こしますと、平成５年にさかのぼ

る訳ですが、私当時、中川和夫という知事の秘書をしておりまして、その知事は非常に福祉に力

を入れておったということでございまして、福祉のまちづくり条例のちょうど施行のときでござ

いましたが、福祉に対する施策の推進に絡む施設への、各施設への分も、これも私すべて随行し

てつぶさに福祉の現状等を見せていただくという勉強をさせていただいたその時代を思い出し

てですね、福祉というものがいかに行政の基本であるかということを本当に毎日目の当たりにさ

せていただいた所でございます。その当時の、私住宅まちづくり部長をさせていただいておりま

すが、当時の建築部長の松尾さんという方がいらっしゃいまして、今も親しくお付き合いさせて

いただいているんですが、当時は部局としては建築部ということで府営住宅の維持管理が中心だ

ったセクションでございましたが、その中川知事と連携してですね、まちづくりという所、しか

もその福祉行政という所に大きく建築行政が踏み出していったというまさに転換期の時代を経

験させていただいたというわけでございまして。私がこの職に、建築部が住宅まちづくり部とい

う名前を変えましたけれども、まちづくりという名前に部の名前が変わるというのも、そのご功

績の成果かなと思っておりまして。私がこのポストに就きましたときには直ちに当時の松尾部長

にご報告を申し上げたというところでございます。そのような思いを持った福祉のまちづくりの

関係ですので、今日はですね本来府議会が動いている中で時間も無い中なんですが、事務局に無

理を言いまして、挨拶にだけでも出席したいということでここに今出席させていただいたという

ことでございます。僭越ですけども、ご挨拶ということでさせて頂きたいと思います。本日お集

まりの皆様方には平素から、「福祉のまちづくり」をはじめ、府政の推進に一方ならぬご協力ご

尽力を賜りまして、この場をお借りをいたしまして厚く御礼を申し上げます。どうもありがとう

ございます。また、本日の審議会につきましては、新たに委員の皆様にご就任を賜りました皆様

方におきましては初めての開催になろうかと思いますが、継続の委員の先生方も含めますと、合

計 29 名の委員の皆様方にご就任を賜るということでございます。本当にありがとうございます。

昨年 12月の「福祉のまちづくり条例」の改正にあたりましては、社会情勢の変化から生じる諸

課題に対応するため、審議会や検討部会におきまして、貴重な先生方からのご意見を賜りました。

その結果、本府の福祉のまちづくりは、着実に歩みを進めているものと私どもも実感しておりま

す。これもひとえに、審議会委員各位先生方のご理解そしてご協力によるものと、ここに改めて

厚く御礼を申し上げる次第でございます。どうもありがとうございます。さて、私ども大阪府に

おきましては、「住みたい、住み続けたい、そして訪れたい大阪」という定住人口一千万人都市

を実現するために様々な取り組みを進めておるところでございます。 

高齢者や障がい者の方々をはじめ、国内外の多くの方々が大阪を訪れ、大阪のまちの魅力という

ものを楽しんでいただくためには、ソフト・ハードの両面におきまして「福祉のまちづくり」と

いうことを進めていくことが、これはあくまで重要になってくるものと考えております。このよ

うな状況を踏まえまして、府民の皆様に条例の内容や関連事項をよりよく深くご理解いただくた

め、条例ガイドライン（案）を、昨年度よりご検討いただいているところでございます。条例ガ

イドラインというものは、府が条例の理念や趣旨、基準等を分かりやすくお示しするとともに、

施設の設計や維持管理時の配慮事項等をまとめたものでございまして、府民や事業者等に理解を

深めていただき、福祉のまちづくりの更なる推進ということを目的としたものでございます。作

成の過程におきましては、府民、福祉のまちづくり審議会委員の皆様方、またその関係者のご参

画を求めまして、幅広く皆様方のご意見をお聞きしてまいりました。作成後は、内容につきまし



ては意見交換を行う場を定期的に開催し、条例化の検討等の議論につなげますとともに、新たに

生じます諸課題等に対応いたしますため、追記・見直しを図っていくことをさせていただきます。

本日はその検討状況をご報告をさせていただきますとともに、ガイドライン作成に向け、皆様か

ら忌憚ないご意見、そして活発なご議論を頂戴いたしますようお願いいたしまして、ご挨拶とさ

せていただきます。本日はどうもありがとうございます。 

 

○会長の選任および福祉のまちづくり条例の施行状況について（府より資料 1～資料 4 を説明） 

 

○田中会長 

 はい、どうもありがとうございました。ただいま事務局からガイドラインについての説明をい

ただきました。ガイドラインとはなんであるかとか、何のために作成するのか、あるいはどのよ

うな体制で、先ほど勉強会の話がありましたが、これまでどのように進めてきたか、それから具

体的にどういう構成で考えているのかということで、これまでのマニュアルとどう違うのか、あ

るいは具体的な中身としまして、構成から記載内容という話。で、現時点において素案として資

料のほうの４－４に示すように膨大なガイドラインの原稿と言いますか、案があります。これに

対してさらに部会、勉強会のほうのメンバーから意見が多数寄せられていまして、それを列記し

たものが資料３にあるということだろうと思います。いずれにしても条例の内容をもう少し分か

りやすく、本来目的に合った形で発展させるという大きな目標があると思います。ストレートに

資料３のほうの意見を全部盛り込んだから素晴らしいガイドラインになるとは考えにくいんで

すけれども、この審議会においてはこれまで進められてきた勉強会あるいは部会での作業を踏ま

えて聞いていただいて、多分に時間限られておりますので理解しにくいところもあろうかと思い

ますが、大きな方向でもっとこういったことを気をつけたほうがいいとか、これでいいとか、大

きなフレームワークの中でご意見をいただければ幸いかなと。いずれにしましても今後とも継続

的に作業を進めて、来年まとめていくという大きなスケジュールがあろうかと思います。これに

つきましても、進め方についてもご助言、アドバイスいただければ幸いです。というわけで今か

ら少し時間を取りまして、委員の皆様からご意見、ご質問をいただきたいなと思いますがいかが

でしょうか。はい、西尾委員お願いします。 

 

○委員 

 まずガイドラインのことなんですが、今回勉強会ということでですね、うちのほうの組織から

も団体からも、色々な障がいをもった方が参加することが出来ました。今の色々な法律とかもで

すね、やはり当事者の声を聞いて作っていくということが今の主流になっていく中で、今回こう

いう勉強会ということで、色んな方の参加というのをしていただいたというのは非常に良いこと

だなという風に思いました。意見としても結構、前向きな意見としてまだ伝わっていないかもし

れませんけども、それだけやはりまちづくりに期待している、まだまだ使いにくいというところ

もあるということを拾っていただくというか、聞いていただける機会を設けていただいたことは

これからも並行して継続していっていただきたいと思います。ひとつは今回の条例の検討部会と

いうことで言わせていただきます。ガイドラインのことはそうだったんですが、いわゆるこの審

議会のことで、全体でやはりまちの中でこのガイドラインだけでは拾えないような課題もある。

今までも部会等の中で、私の団体の方から言わしていただきました、例えば駅の無人駅のことで

あるとか今まで何度も出させていただいて。やはり課題としては中長期的な課題であるというよ

うな形でしていただいているわけなんですけれども。無人駅だけではなくて、やはり住みよいま

ちというところでですね、やはりこれを知っていくような課題なんかに色々あると思うんです。

そういう課題を、当事者のほうから拾い上げてどういう形でここに反映させていけるかというの



は色々課題もあると思いますが、少なくともこういう大阪府の審議会というやはり一番重要な会

議の中で継続して検討をかけていってもらって、やはりそれをこの場で考えていく。少なくとも

こういう課題があるんだなっていうことを共有していただいて、より良い大阪っていうのを作っ

ていくような形に、この審議会で、報告ももちろん大切なんですが、報告とともに課題としては

こういうのもあるんではないかということをしっかり拾っていくような会議にしていただけれ

ばと思います。以上です。 

 

○田中会長 

 ありがとうございました。審議会としてガイドラインのみならず、もっと大きなあるべきまち

づくりの方向性でありますとか。当事者参加のもと、もっと発展させるというご意見だったと思

いますが。事務局から何かコメントありますか。 

 

○事務局 

 はい。まず条例に対する非常に理念的なことですね。こう常には頭には置いているつもりでは

あるんですが、具体的な書き物にしたものが中々ということでございまして。我々のイメージの

具体的にピントを合わせていくものが今まで無かったものですから、条例のガイドラインで前文

みたいなところでイメージでいく。これをみなさんで常に共有しながら、当然滲み出しもあると

思いますので、そこをこの審議会で皆さん方でアウトプットを、この物としては共有していただ

いて。まずそこから次のステップですね、議論を進めていけたらなと思っておりますので、今後

もひとつよろしくお願いいたします。 

 

○田中会長 

 ありがとうございました。審議会のテーマとしましては、ガイドライン以外にも大きな将来方

向について、先ほど中長期という話もありましたが、それも含めてまた次回審議検討するという

ことも頭に踏まえて議論したいなと思います。よろしいでしょうか。他にございますでしょうか。 

 

○委員 

 このガイドラインっていうのは従前のいわゆる設計者に対するマニュアルっていうだけでは

なくて、かなり一般の市民にも対象にっていう形で、方向性としては非常に良いんじゃないかな

という風に思います。ただちょっと 1点だけ気になるのが、ガイドラインの序章の p8、9のあた

りに、いわゆる利用者の特性っていうのがありまして、当然精神障がい、知的障がいの方を物理

的な対応っていうのはかなり難しいんですけれども新しく入ってきたと。その中でここには高齢

者としか書いてないですが、認知症っていうのを必ず入れないと、これからは福祉のまちづくり

にはならないんじゃないかと。認知症は明らかに病気ですよね。その扱いはともかくとして、そ

れに付随して徘徊とか色んな問題が出てくると。そうするとまちづくりには不可欠ですよね。だ

からこのｐ8、ｐ9のカテゴリーは、属性は厚労省のガイドラインにその視点が抜けてるという

ことだろうと思います。ですからやはり大阪府はそれに先駆けて認知症の人々も地域の中でどう

支援するか、単にその段差をなくすというそのハードの問題だけではなくて、心のほうの、いわ

ゆるソフトの支援のほうにも関係すると思いますので。そういった視点も公表していただければ

なと思います。以上です。 

 

○田中会長 

 はい、ありがとうございました。大変貴重なご意見いただきましたと思いますが。属性として

認知症高齢者のことをもう少し加えていったらどうかというご意見だったと思います。最近、認



知症高齢者の方の行方不明者等の問題たくさん出てますし、もちろん自宅であるとか施設におけ

る問題もたくさんあるわけですが、こういったことを含めてトータルのまちづくりとしてどう捉

えるか。ガイドラインでできるだけ触れるようにはしないといけないと思いますが、もう少し慎

重、正確にやらないといけないかなと思います。事務局いかがですか。今のご意見いただいて。 

 

○事務局 

 はい。ありがとうございます。序章-8 ページでは、まさに 8～9 にわたりまして利用者の特性

ということで、備考も書かせていただいているように国交省のガイドラインから引っ張ってきて

いるのは確かでございまして、カテゴリー的には高齢者の中でもその認知症、非常にテレビやネ

ットでも最近にぎわしているところだと思いますので、一点視点としては必要だと今改めて認識

をさせていただきました。どういう書き方でどういう風にしていくのがいいのかということはで

すね、また委員各位にご意見ご助言もいただきながら視点を入れていきたいなと思いますのでま

たよろしくお願いしたいと思います。ありがとうございます。 

 

○田中会長 

 今の点について、高齢者介護等の担当をしてる部署から何かコメントないですか。 

 

○高齢介護室 

 大阪府高齢介護室でございます。認知症高齢者の数ですね、大阪府で現在 36万人という風に

推測しておりますけれども、これからますます人数が増えていくであろうと思っております。認

知症の人も住みやすいまちづくりということで、まちづくり、ハード面も大切ですけどもソフト

面も大切であろうと。ハードとソフトが両方でサポートしていくという体制が大変大切であろう

と考えておりますので、こちらのほうガイドラインにつきましても、そういった考え方を取り入

れていって頂きたいなという風に考えてございます。担当の部と連携を取って対応してまいりた

いと思います。 

 

○田中会長 

 はい、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。それでは、他にございますで

しょうか。 

 

○委員 

 あの、単純なことですが、寺社仏閣のところの記述が寺社仏閣というより観光ひとくくりにな

ってますが、これはいつも怒られますんで気をつけてください。お寺さんはうちは観光ではある

ことは認めますが宗教施設ですので、その視点はイコールではありませんといつも怒られますん

で。これは観光の視点の中に寺社を入れるのではなくて、業態をちょっと書き換えるか、ちょっ

と工夫してください。それから細かいことですが部会委員として、もう一回こうやって改めて見

てみますと、考え方が分かりにくいということを占めている？点で大変、今までは切り出しでの

作業だけなんで良くなってると思うんですが、ニーズ把握の具体的な方法までもうちょっと記述

しないと、ここにいらっしゃる方がたはみんなレベルの高い方なんですが、通常担当者の方々は

ほんとに初歩的なことから入るんで、少し補足が必要かなと。例えば、ワークショップを開く方

法とか。ワークショップっていうのはこういうものだとか、あまり詳しくは書かないかもしれま

せんが。なぜそんなことを申すかと言いますと、「先生やりました」言うて民間の方なんかでも、

これを見て自信を持ってニーズ把握された。視覚障がい者のこと全くチェックしてないじゃない

かと、こういうの多いんですね。ですからワークショップ等で、ヒアリング等でニーズ把握する



と、こういう場合どうしてもこう落ちがちな、あるいは今話題になった知的、精神、発達さらに

は認知症についても、これらについては基準としては、基準っていうかガイドラインとしてはこ

ういう記述にしておりますっていう、これ中が非常に難しいんだとか、難しいからこれ後々見て

チェックしてくださいとか。ここに関しては初歩的なことももう少し解説してあげる必要がある

んではないかなと。以上です。 

 

○田中会長 

 はい、ありがとうございます。要は HOW TO なんですけれども。一般的なガイドライン、基準

となるとそのとおりやればいいということで、どの程度がやったことになるのかというレベルの

問題と質の問題もあるんじゃないかなと思いますので。今のご提案含めて、もう少しガイドライ

ンの中で言うのか、どういうやり方をするのか、モデル的なものをもう少ししていくのかそれも

含めて検討する課題がありそうですね。よく言われることなんですけど、例えば目の不自由な方

とか耳の不自由な方とか色々おっしゃりますけれども、じゃあこれしたらいいよというガイドラ

インというものが一斉にカバーと言いますか、本当に役に立ってるのかとか、もっとどうしたら

いいのかというところが本当に使う人の立場での生の意見が中々吸い上げられなくて、ガイドラ

インの今日の説明の中で冒頭ですね、見直していくと、必要に応じて見直すという動きがありま

すが、どういう見直し方をしていくのか、どういう風にやっていくのかという、今回の勉強会の

動きもありますが、普段的に日常的にどうやって利用者の意見、声を反映していくのかと、その

辺りも含めて中長期的にも考えていく必要があるんではないかなと思いますね。この辺り含めて

今のご提案ご意見に対していかがでしょうか。 

 

○委員 

 すいませんくどくて失礼なんですが、例えばね、担当者の方は一生懸命になっているのは分か

っているんですが、視覚障がいで言えば、全盲の方と弱視の方とまるで違う、かなり違うんです

ね。だから視覚障がいの方にも対応しますというあれでも、そこはよく十分気をつけるようにと

かね、ポイント点、具体的にポイント点があるわけなんですね。同じように肢体不自由者の場合

は「これ確認しました。チェックしました。」と言うて、よく聞いてみると、これ全然。例えば

車いすでも電動の方は入っていないということはよくあることなんですね。そいうことでちょっ

と補足しましたけども、ポイント。 

 

○田中会長 

 そうですね、それこそスパイラルアップでやらないといけないと。今のディスカッション、議

論につきまして何かご意見ございますでしょうか。もっと根本的にこういうことを忘れてはいけ

ないかとか、抜けてるんではないかとか。いかがでしょうか。 

 

○委員 

 これからの案を今日はガイドラインとして見せていただきました。私たちの意見がまあ盛り込

まれているということに思います。その上で、前と比べて前進しているということは良いんです

けれども、少し感じることがまちづくり、障がいを持っている人、もっていない人、それぞれが

安心して自由に移動できるまちづくりというのが掲げられているんですが、それはイコール災害

に強いまちづくりでもあると思います。災害はいつ起こってもおかしくないですね。ちょっと担

当が違うかもしれませんけれども、引き続きそういうのがあって、大阪府では障がい者向けに別

の言葉で言うと、災害弱者という言葉で、そういったものが書かれてると思うんですけれども、

それはあくまで案というか方向性と言いますか、心構えといいますかそういったものですのでハ



ード面の利用者として載っていない。もう少しこのまちづくり条例のガイドラインにもうちょっ

と災害時のこともお示しいただいたらいいんじゃないかと思います。先日、今地震が起こったら、

津波が来たら、障がい者はどうしたらいいのか、そういうことを考えると災害に強い内容も、そ

ういったものをガイドラインとして掲載しないといけないんじゃないかなと思います。 

 

○田中会長 

 はい、ありがとうございました。大きな問題ですね。日常的な問題、まちづくりじゃなくて、

災害時とかそういった場合に、どういうそういう当事者の方を介助したらいいのか。それについ

てどうでしょう、ガイドラインの内容等に関係してきますが、事務局から何か。 

 

○事務局 

 はい。今の災害時のということで、以前部会等でもそういう枠でいただいておりまして。なか

なかこのそれの基準というところにはしにくいところではあるんですが、考え方はまさに今おっ

しゃったようないざというときの対応が必要ではないかという視点もこれからは必要ではない

かと我々も思っております。先ほど説明したガイドラインの構成の中ではですね、新たにさらな

る取り組みが求められるという括りの中に、これは委員からありました観光の視点と、災害時・

緊急時の備えに関するバリアフリーと、視点としては盛り込む必要があるという風にはさせては

いただいております。ただ書きぶりについては、こうでなければいけないいうようなことは、と

ても我々も申し上げられる訳ではないんですけども、災害に関してはガイドライン素案の中で序

章-6になりますが、ｐ5の下のほうからへの今後さらなる取り組みが求められる分野等というこ

とで余暇や観光というところ、それから観光客の来訪が想定される施設のバリアフリー、その直

下に緊急時・災害時の備えに関するバリアフリー、まあ文章的にはこういう表現にはさせていた

だいているんですけれども。今まで載せていなかった視点を新たにこういう表現で入れましたと

いうことと、巻末の参考資料で機関部局が定めている内容とかをですね、こういうものがありま

すよということのご紹介をしたいという風には考えておるところでございます。 

 

○田中会長 

 はい、よろしいですか。はい、ありがとうございました。他にご意見ございますか、ご質問。 

 

○委員 

 私も普段知的障がい者の支援をしておりますけれども、今回ですね、知的障がいの項目も追加

していただいたこと感謝申し上げます。この中で、聞くこと、伝えること、理解することに困っ

ている状況ということですけれども、条例のガイドラインのスケジュールを見ますとですね、来

年の 2月にパブリックコメントというのが書かれております。前回の改正のときもパブリックコ

メントをしたと思うんですけれども、このパブリックコメント非常に難しい。大阪府にホームペ

ージに載りましてパブリックコメント実施されるわけですけれども、容易に理解できない。この

際思い切って 2 種類のパブリックコメントをお願いできないかなという風な提案になります。つ

まり通常のパブリックコメントとやさしいパブリックコメントの 2種類でございます。分かりや

すく書いたそういう風なものを、特に知的障がいの人、知的障がいの人もですね本当は障がいの

軽い方のほうが圧倒的に多いんです。簡単な漢字であれば分かるとですね、文字が読めるという

方が結構おられます。ぜひこれはお願いしたいという風に思っております。来年施行されます障

がい者差別解消法の関係で国の各省庁で、対応シートというか対応要件についてのパブリックコ

メントがされていますけども、通常、漢字のルビ振り、2 種類のパブリックコメントが出てるん

です。ただ、単にルビを振っただけというような内容になっておりまして、そうではなくて、こ



の情報をもう少し分かりやすく表現したようなやさしいパブリックコメントをこのプロセスの

中で取り入れられないかということを思っております。ちょうど勉強会のほうでもですね、育成

会で作成しました「分かりやすい情報提供ガイドライン」というガイドラインをつくっておりま

すので、このガイドラインに従ってこのパブリックコメントをぜひ一度大阪府ではじめてですね、

通常のパブリックコメントと分かりやすいやさしいパブリックコメントの取り組みをぜひ一度

お願いしたいなという風に思っております。 

 

○田中会長 

 はい、ありがとうございました。パブリックコメント自体も福祉のまちづくりのモデルになる

ようなやり方でやらないといけないというようなご意見かと思います。事務局いかがでしょうか。 

 

○事務局 

 そうですね、ありがとうございます。ガイドラインを先般頂戴いたしまして、我々も参考にさ

せていただいているところでございます。それを踏まえましてですね、このガイドラインそのも

のが分かりやすくと言いながら、量が多くて中身も濃くてというところで、おそらく更訂自体が

簡潔に分かりやすくお分かりいただけるかなというところかなと思いますが、ちょっとどのよう

な対応が可能かということも一度考えさせていただいて、スケジュールは一番最後にと思ってお

りましたので、ご説明はさせていただいておりませんけれども、通常の我々が手続きをするのに

2 パターンあるということをどういう形にさせていただくのかということも含めて検討させて

いただければと思います。内容についてもご相談させて頂くことになると思いますので、部会な

んかでもお話させていただくことになると思います。よろしくお願いします。 

 

○田中会長 

 ありがとうございます。今、部会でというお話ありましたが、部会の委員でないメンバーもい

らっしゃいますが、意見等につきましてはまたご質問等含めまして、本日のガイドラインの作成

も含めまして事務局のほうにどんどんしていただきたいなと思いますので、どうぞよろしくお願

いします。今日、時間の都合で、せっかくの意見いただくのは中々難しいと思いますが、せっか

くですからこの際何かご意見、ご質問していただくことありますでしょうか。いかがでしょうか。

どんなことでも結構です。大きいことでも。よろしいでしょうか。先ほども申し上げましたが、

この審議会の運営にあたっては、部会においてさらにもっと具体的な検討を進めていくという前

提で概づけしております。ガイドラインの内容につきましてもっと細かい話のレベルまで整合性

をとっていくということも大事かと思います。そういう意味で先ほど申しましたように、資料３

のほうに相当詳しいご意見もあります。おそらくこのご意見にすべてイエスではなくて、むしろ

こういう点をもう少し考慮した上で意見として採用すべきだとか、むしろこうしない方がいいん

じゃないかとか、あるいはいわゆる対案があったり、かなり複雑になるかと思いますが色んな方

から、色んな立場からご意見いただきまして、少しでも良いガイドラインに近づく努力をする必

要があると思います。今後もぜひ積極的なご意見をいただきたいなと思います。そしたら、最後

ご意見ございませんでしょうか。よろしいですか。 

 

○条例ガイドラインの検討スケジュールについて（府より資料２を用いて説明） 

 

○田中会長 

 はい、ありがとうございました。ただいま資料２のスケジュールをご説明いただきましたけど

も、何かご質問ありますか。はい、ありがとうございました。そうしましたら、スケジュールに



基づきまして、進めてまいりたいと思います。ありがとうございました。 

 

○委員 

 何回もすいません。ガイドライン関係が終わったところで、私の別件なんですけれども。ひと

つは条例化への検討課題として、前回ということはもう数年やっている話なんですけれども、視

覚障がい者の方のエスカレーター誘導をどうするかということ。これは課題として多分記録に残

っている思うんですが、かなり今回議論した上で時期尚早としたんですね。その件なんですが、

まあ問題提起です。最近、色んな世界各地といいますか、先週ぐらいですね、香港なんですけれ

どもしっかり誘導しております。その代わり誤進入機、誤進入防止の自動ブザーなど様々な工夫

をしている。ただ完璧なものというのはいいのかと言われると、99%の安全性まではちょっと私

も難しいかもしんないんですが、この問題については再度、結構ヒアリングをした結果も事故が

起こったということは聞いてないんですね。国の法律でもしたらいけないとは書いていない。国

としてはもちろん推奨しておりませんので、ガイドラインにはそういった記述をしないようにな

っておりますけれども、あくまでガイドラインはガイドラインでありまして。我々自治体として

はそういう風なこともできると、検討等々ももう一回本気でやってもいいんじゃないかと思いま

す。それからもう一つは差別解消法なんですが、差別解消法はこの審議会では密接に協力しなが

らやっていかなければならんと思うんです。しかしながら私もその状況が一体どうなってるのか、

そこでどういったことが話題になっているのか。ひょっとしたらこの審議会として考えなきゃい

けない問題が相当あるんではないかとか思うわけですが。報告が無いと。それはやっぱりまずい

じゃないかと。しっかりと進行状況、もしここで時間が 12 時まであるとすれば 3，4分でもいい

から、府としてどんなことをして検討しているのか、市町村としてはどんなことをやっているの

か、その中で出てきた話題はなんなのか、まあ時間がある限りでいいんですが議論して、私たち

はその議論を重く受け止めた上で、その特にこの施設整備と心のバリアフリーを進めている立場

から、条例の立場から解消法の議論も検討する必要があるんではないかと。それが 2つ。それか

ら 3つ目がバリアフリー法の基本構想の話なんですが、この期に及んでまだおやりになっていな

い特に1日3000人以上の乗降客がいるにも関わらず手を付けていない駅がまだあるわけですね。

これは非常によくない。国の方針としても掲げているものに対して対応できていない。まあ大阪

府下はかなり進んではおりますが、それ一体なぜできていないのかもやはり明らかにしていく必

要があるんではないかと。特に痛感しますのが 2006年の建築物を入れたバリアフリー法に改正

したわけですが、建築物を入れたわけですね。当然ですけれどもそれまで検討していなかった建

築物に関する基本構想ですね、改善計画をこれを追加して、追加版として挙げないといけないに

も関わらず、これをいまだにやっている自治体がほとんどない。逆に良い例を挙げますと、高槻

市はしっかりと条例で建築物を含めて、一応問題提供ぐらいでしたら豊中市もしておりますけれ

ども、ほとんど肝心の建築物が検討を行えていない。これはぜひ、この条例を担当しているこの

大阪府におきましても、基本構想がどれくらい進んでおるか、○○、その中で建築物を入れてい

るかどうか、それから建築物の中でも国宝に出しております国の基準が満たされているかどうか

だけじゃなくて、国の国宝の基準と同時にこの我々の条例をちゃんと満たしているかのチェック

もこの基本構想のときにやらなきゃいかんと、誰が考えても分かることです。それちゃんとやっ

ているところが非常に少ないんで、それをウォッチしておくということをしていただきたい。あ

るいは促進していただきたい。そういうことをお願いしたい。これが私問題提起したいと思いま

す。 

 

○委員 

 よろしいですか。今みたいな話の 1番最初のこと、エスカレーターですね、これもういつも言



うてますけれども、信書にも出しております。全盲の人がやっぱりエスカレーターに乗りたい言

うとるんで、私信書にも出しておるんですよ。そうすると、その辺はできないみたいな感じでで

すね。それから今言われたように国は認めてないけど、大阪府ではどうにかこう都合がつきませ

んか。大阪府独自でというか。やはり全盲の人はエレベーター1 人でとなったらどうも不安で、

エスカレーターやったら人もいっぱいおるし、乗る所も降りる所も分かるんやから。その乗り降

りする所に点字ブロックでも置いといてくれたらええんちゃうかという話があります。それとも

う一つ、ついでですけどね、さっき言われましたけども、弱視と全盲の違い。弱視はね、門真市

でも体育館ができるんですよ。私本当言おうと思ってるんですけどね、25 日説明会があるから。

その階段もね、やっぱり弱視の人は分かりやすい色にしてくれと言いたいと思っとるんですよ。

だからこういうこともやっぱり直接毎回言うとることですから、どうかなんとかと思いますけれ

どもね。以上です。 

 

○事務局 

 3点、エスカレーターの誘導の話ですけれども、国の公共交通の移動等円滑化基準においては

優先順位としては、エスカレーターというのは、エレベーターかスロープがまず優先されてその

次という位置づけになっておりまして、必ずしも優先順位で誘導すべきとはなっていないという

のが実態でございます。そこを事業者さんの理解のもと、駅構内についてはそういう位置づけを、

ちょっと大阪府単独ではなかなかしづらいというのは確かにあります。ただそれ以外のところに

ついて、まちづくりの関係で国の基本構想のエリアの中の経路において、エスカレーターが存在

する場合にそこへ誘導するかどうかという議論は、やはり視覚障がい、全盲の方にとっては便利

な施設であると、エスカレーターは便利なものであるという前提のもと、事業者も入っていただ

く中で、そういう誘導でやっていこうという風な決め事がなされるべきではないかと。私どもも

その趣旨は非常によく理解できますのでね。今これだけエスカレーターが普及してまして、そこ

に円滑に誘導した方が利用しやすいという声は非常に分かります。なので、そこを事業者、施設

を管理されている方のお声も必要だと思いますので、そういった全般の話をまとめていく必要が

あるのではと。ただ私どももこの間気がついたのですが、交通エコロジーコミュニティ財団さん

が今まさにおっしゃった話のエスカレーターの誘導についてということのちょっと研究をされ

ているようです。2カ年ほどかけてそういうことも、実際の駅の構内などで視覚障がいの方も実

際おかれて研究を行ってございまして、その研究の中でアウトプットなども国がどうされようと

しているかもあるんですけれども、我々もそういったものを注視していきたいなと思っています

ので。一足飛びに基準にしましょうというのは中々しづらいところがあるんですけども、非常に

便利なものであるという認識はしていきたいなと思っております。まずそれが 1点です。 

 

○委員 

 補足すると、すでにムービングウォークに関しては札幌の新千歳空港ではそれやってますし、

誤進入ブザーを地元業者さんに開発してもらってやってるわけですね。事例もでてきてますし。

それからエコモの研究ももちろん私存じ上げておりますが、それはそれですし、府は長期課題と

してせっかく挙げてた柱ですので。今この場ですぐその方向でとできないのは理解しています。

忘れちゃいけませんよと。 

 

○事務局 

 はい、ありがとうございます。 

 

○田中会長 



 すいません、今の件なんですけど。勉強会や部会の中でも話があって、どうしようかというこ

とで明確な方向性が出てないと思います。今ご紹介がありました交通エコモ財団も含めて、これ

は大阪府だけの問題じゃなくて、全体としてどうするかという重要な問題だと思うんですね。だ

から今すぐ結論出すわけにはいきませんが、あくまで安全にどうやって確保するのかということ

が基本的になって、何でもいいからエスカレーター乗ったらいいという話しではないと思うんで、

それも含めて今回のガイドラインの中にどこまで使えるかということがありますが、時間の許す

限り議論するということでこの場はお許しいただいたら思いますがいかがでしょうか。それから

2 つ目、3つ目の委員からのご提案なんですが、今日の議事の中で私の方からもご提案しました

が、今日はガイドラインだけの話じゃなくて、審議会として今後大阪府の福祉のまちづくりをど

うやって進めるのかという大きな課題があって、こういうことも大事だから忘れてはいけないよ

という話もどんどん出していただいてですね、頭の中にそれもふまえた上でガイドラインは着々

と進めていくという風な話かと思います。ということで今後も審議会として非常に重要な先ほど

の差別解消法であるとか基本構想であるとか、具体的にそれをどう受け止めて進めていくのか、

その辺りを今後とも審議会の重要な作業項目として忘れないで取り上げて、積極的に取り組んで

いくということで、みなさんの合意を得たいと思いますがいかがでしょうか。よろしいでしょう

か。ありがとうございます。 

 

○委員 

 差別解消法は府は動いてるんですか。一言でいいんでお願いします。 

 

○障がい福祉室 

 はい。障がい福祉室でございます。差別解消法については来年 4月から法律が施行されるとい

うことになっておりまして、我々障がい福祉室の中に、附属機関であります障がい者施策推進協

議会という協議会がございまして、それをもとに障がい者の差別解消のための部会を昨年度から

設置をして議論を進めてきております。昨年度につきましては、この法律の中で不当な差別であ

るとか合理的配慮の提供といったところがこの法律の柱になっておるんですけれども、そういっ

た内容を分かりやすく府民の方々に示すためのガイドラインっていうものを昨年度はつくって

おりました。今年度につきましては来年 4 月施行に向けて、実際にそういった差別が生じたとき

の相談体制について課題解決のための相談体制について議論しておりまして、先月の推進協議会

のときに部会の取りまとめということでご報告させていただいたところです。今後については実

際にそういった相談支援体制の実効性っていうのを確保していくために、どういった手段がある

のか、例えば条例であったりだとか、もし条例が必要であれば、どういう内容であるのかという

ところを今後事務局でも検討していくところとなっております。 

 

○委員 

 そういう動きは各市町村でもやっていると考えてもいいんですか。 

 

○障がい福祉室 

 そうですね。一応市町村のほうでも具体的に来年 4月施行ということは周知されておりますの

で、市町村の中で検討されているものと認識はしております。 

 

○委員 

 本来ならば自治体。やっているんですね、それぞれ。 

 



○障がい福祉室 

 すべてをちょっと把握しているわけではないんですけれども、市町村とやり取りしている中で

これをどういう風にやればいいのかという質問もきておりますので、そこは検討いただいている

ということで認識はしております。 

 

○田中会長 

 はい、ありがとうございました。以上で議事を終えたいと思いますが、今日は大変重要かつ基

本的なことを判断していただきありがとうございました。今後ともこの審議会で検討を進めてま

いりたいと思います。ありがとうございました。それでは長時間にわたりましたけども、今日の

審議会を終わりたいと思います。ありがとうございました。 

 

○山下住宅まちづくり部技監挨拶 

 技監の山下でございます。本日は長時間にわたりまして議論いただきありがとうございました。

また審議会に先立ちまして 5 月、6月、7月の勉強会では多くの方参加いただきましてありがと

うございます。機械的に提供するマニュアルから発展しまして、考え方から解きほぐすガイドラ

インにしようという思いがございまして、その形が徐々に現れてきたかなという風に思っており

ます。また本日会場からガイドラインの大きなフレームの議論をしようということで、平時だけ

ではなくて災害時の問題であるとか、あと認知症を含めた方のニーズの問題であるとか、やさし

いパブリックコメントとかですね、そういった大きなフレームの議論をしっかりさせていただき

たいと思っております。本日多くの方にまた最後問題提起をいただきました。この件、忘れずに

次回の審議会で検討したいと思っております。本日、多くの委員の方に貴重なご意見、大阪府と

して事務局、それから幹事以下ともども全力をつくして前へ進めるようにがんばってまいります

のでみなさまのお力添えをよろしくお願いします。本日はどうもありがとうございました。 

 

 

 


